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高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５ サッカーリーグ ２０２５（東京都） 

【Ｕ－１５ Ｔリーグ】 

実施要項  
 

1. 名   称 ： 高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５ サッカーリーグ ２０２５（東京都） 

（略称： U-15 Ｔリーグ  【U-15 Ｔ１／U-15 Ｔ２／U-15 Ｔ３／U-15 Ｔ４】） 

 

2. 主   催 ： （公財）東京都サッカー協会 

 

3. 主    管 ： （公財）東京都サッカー協会三種委員会 

 

4. 運   営 ： 東京都 U-１５ Ｔリーグ運営委員会 

東京都中体連サッカー専門部，東京都クラブユースサッカー連盟 

 

5. 会    場 ： 駒沢第二球技場・駒沢補助競技場 等 

 

6. 期   間 ： 2025 年 3 月 ～ 2025 年 12 月 （参入戦開催日を含まない） 

 2025 年 7 月 14 日～8 月 29 日の期間はサマーブレークとし試合を行わない。 

 2025 年 7 月 1 日〜13 日と 2025 年 8 月 30 日〜31 日の期間は、高温が予想される時間帯に 

試合は行わない。（17 時を目安に KICKOFF 時刻を設定する） 

 

7. 参加資格 ： Ｕ－１５ Ｔリーグに参加するチームの資格は以下の通りとし、１月開幕【中学生 

   交流リーグ】については別に定める。 

① （公財）日本サッカー協会（以下、ＪＦＡと略す）に第三種として 2024 年度の登録（U-15）を 2024

年 12 月末日までにしたチームであって、2025 年度も引き続き登録(U-15)するチーム。 

（チームとしての 2025 年度の登録(U-15)手続きは 2025 年 2 月末日までに行うこと） 

② 2025 年度だけでなく、2026 年度以降も本リーグに継続的に参加する意思があること。 

③ 本リーグに参加できる選手は、上記①のチームを通して 2025 年度の選手登録をＪＦＡに行って

いる選手で、2010 年 4 月 2 日以降に出生した者。 

A) 本リーグに参加するすべてのチーム（2nd ﾁｰﾑも含めて）は、2025 年 2 月末日までにリーグ

へのチーム登録を完了し、リーグに参加するそれぞれチームに所属する選手（U-15）が中

学３年生だけで、あるいは中学 3 年生に中学１、２年生を加えて 11 名以上いなければなら

ない。＜2025 年 4 月 1 日現在の学年で＞ 

（注意）年度途中のチーム移籍によって上記の規定を満たせなくならないようにすること。 

B) 2025 年 2 月末日以降、選手の追加登録は随時行うことができる。（大会事務局へ追加登録

用紙を提出し承認された翌日より出場可能。なお、承認作業は毎月 1 日・15 日とする） 

クラブ連盟所属チームについては、システムで行うこととする。 

C) ＪＦＡに 2025 年度の選手登録を１チームで行った者が、他のチームに移籍して追加登録をし

た上で本リーグへの参加を希望した場合、その都度、（公財）東京都サッカー協会（以下、ＴＦ

Ａと略す）三種委員会で審査した上で、本リーグへの参加を認める。 

※2025年 5月 1日（申請開始日）から 5月 15日（手続き完了日）の間と、2025年 8月 1日（申

請開始日）から 8 月 15 日（手続き完了日）で、申請も含めた必要な手続きを完了させる。 

D) 中学３年生の試合への出場機会を確保するために、複数のチームで本リーグへの出場を希

望するチームは、上記の規定にしたがって事務手続きを完了することで本リーグへ出場する

資格を得ることができる（資格の審査は三種委員会で行う）。 

④ 上記③のＣ）の場合を除いて、本リーグは前期・後期を問わず、同一選手が異なるチームへ移

籍後、再び本リーグへ参加することは出来ない。 
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⑤ 参加選手は、当該年度（公財）日本サッカー協会写真付き「登録選手一覧表」をプリントアウト

したもの、または電子登録証（以下、選手証）を会場に持参する事。 

基本的には、「登録選手一覧表」をプリントアウトしたものを、チームとして常に携帯し、使用す

ること。 

⑥ 本リーグへの選手登録には人数に制限を設けない。 

⑦ 帰国子女・海外子女に関しては、2009 年 4 月 2 日以降の出生者まで出場できる。但し、事前

に大会事務局へ出場許可申請書を提出し承諾を得、試合時にそのコピーを提出すること。 

⑧ 本リーグへ参加するチームは前期・後期を通して参加すること。前期リーグのみまたは後期リ

ーグのみの参加はできない。 

⑨ （公財）日本サッカー協会より「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについては、

同一クラブ内の別のチームに所属する選手を、移籍手続きを行うことなく本リーグに参加させ

ることが出来る。この場合、同一クラブ内のチームであれば、複数のチームから選手を参加さ

せることも可能とする。なお、本項の適用対象となる選手の年齢は第４種年代とし、第３種及び

それ以上の年代の選手は適用対象外とする。また、第３種年代相当の女子登録をしている選

手も本項の適用対象となる。なお、クラブ申請で下部組織の選手を出場させる場合は、クラブ

申請【回答】を毎試合本部に提示すること。 

⑩ 本リーグへ参加するチームは、ホームチームとして試合を行うためにグラウンドを提供する義

務を負う。 

今年度のリーグ戦はすべてのカテゴリーで、2 回戦制（前後期制）で試合を行うので、参加する

各チームは所属するリーグで行う試合数の半分の試合数をそれぞれのチームが開催するホ

ームとしてグラウンドを提供する義務を負っていることになる。 

（例えば、10チームで構成されているリーグであれば 9試合分をホームチームとしてグラウンド

を提供する義務を負う） 

２nd チーム以下のチームがホームチームとしてグラウンドを提供できない場合は、当該チーム

のリーグへの参加資格を取り消し、試合結果を無効としてリーグ戦の順位を決定する。 

 

8. リーグ構成 ：参加希望チームを４部に分けてリーグを構成する。 

【Ｕ－１５ Ｔリーグの構成】 

① 2025 年度リーグの構成は、U-15 Ｔ１リーグ（10 チーム）、U-15 Ｔ２リーグ（30 チーム）、U-15 

Ｔ３リーグ（72 チーム）、U-15 Ｔ４リーグ（本リーグへ参加希望するチームのうち T1～T3に所属

しないチーム）で構成する。 

② 【U-15 Ｔ１リーグ】は、２０２４年度東京都ユース(Ｕ１５)サッカーリーグの結果により、 

の 10 チームで構成する。 

A) U-15 Ｔ１リーグは１0 チームによる２回戦総当たりでのリーグ戦を行う。 

B) 前期（１回目の対戦）は 3 月から始め 6 月末までに終わることを目途とする。前期の成績で

高円宮杯 JFA 全日本 U-15 選手権東京都予選会のシードを決める。 

C) 前後期のすべての試合は 11 月末までに終わせる。 

（関東リーグ参入戦が 12 月第 1 週に予定をされているため） 

③ 【U-15 Ｔ２リーグ】は、２０２４年度東京都ユース（U-15）サッカーリーグの結果により、30 チー

ムを 3 ブロック（10 チーム×3 ブロック）に分けてリーグを構成する。 

 Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック 

２０２４ 

Ｔ１から降格 
プラウド、東京久留米 FC 

２０２４ 

Ｔ２ 
FC 杉野、AZ`86 東京青梅、トッカーノ 

Ｔ２残留戦 エスフォルソ、FCGABE、FC 千代田のうち１チーム残留 
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２０２４ 

Ｔ３から昇格 

FCGONA、DESEL TOKYO、コンフィアール町田、F,TRES、Forza`02B、

BOBBIT TOKYO、FC 渋谷、LARGO、駿台学園中学校 

Ｔ３昇格戦 なし 

A) ３０チームを３ブロックに分ける。ブロック分けは２０２４年度の成績をもとに抽選で行う。 

B) U-15 Ｔ２リーグは 10 チームによる２回戦総当たりでのリーグ戦を行う。 

C) 前期（1 回目の対戦）は 3 月から始め 6 月末までに終わることを目途とする。前期の成績で

高円宮杯 JFA 全日本 U-15 選手権東京都予選会の組合せを決める。 

D) 前後期のすべての試合は 11 月末までに終わらせる。 

④ 【U-15 Ｔ３リーグ】は、２０２４年度東京都ユース(Ｕ１５)サッカーリーグの結果により７２チーム

を９ブロック（８チーム×９ブロック）に分けて前期リーグを構成する。 

 ９ブロック 

Ｔ２残留戦 エスフォルソ、FCGABE、FC 千代田から１チーム残留 

２０２４ 

Ｔ２から降格 
上記３チームから２チーム降格 

２０２４ 

Ｔ３残留戦 

東京五日市、ボンフィン豊島、SK-ONZE、エリース、FC 江東、エルシエロ、明大

明治中、OLE 国立、SHUGAKU、上位４チーム残留 

２０２４ 

Ｔ４から昇格 

ピースユナイテッド、GLAUNA、VEDIALO、ヴィルトゥス、杉並ソシオ B、NEXO 

TOKYO 

Ｔ４昇格戦 
FC 駒沢、暁星中学校、RIOFC、ConsorteB、東京小山 FC、１FC.AVIENTO 

上位４チーム昇格 

A) ７２チームを９ブロックに分ける。ブロック分けは２０２４年度の成績をもとに抽選で行う。 

B) U-15 Ｔ３リーグは 8 チームによる２回戦総当たりでのリーグ戦を行う。 

C) 前期（1 回目の対戦）は３月から始め 6 月末までに終わることを目途とする。前期の成績で

各ブロック 3 位までのチームに高円宮杯 JFA 全日本 U-15 選手権東京都予選会への出場

権を与える。 

２ｎｄチームの出場権はない。また、３位までに２ｎｄチームが入った場合、３位までのチーム

で出場権を辞退するチームが出た場合でも、４位以下のチームからの補充はしない。 

D) 前後期のすべての試合は 11 月末までに終わらせる。 

⑤ 【U-15 Ｔ４リーグ】は、２０２４年度リーグの結果と今年度のリーグに参加を希望するチームで

構成する。参加チームを以下の条件に従って抽選でブロック分けしリーグ戦を行う。 

２０２４ 

Ｔ３から降格 

東京五日市、ボンフィン豊島、SK-ONZE、エリース、FC 江東、エルシエロ、明大

明治中、OLE 国立、SHUGAKU、下位５チーム降格 

Ｔ４  

A) Ｔ４に参加する全チームを、８チームを基本とするブロックに分ける。ブロック分けは２０２４年

度の成績をもとに抽選で行う。 

B) U-15 Ｔ４リーグは 8 チームによる２回戦総当たりでのリーグ戦を行う。 

C) 前期（1 回目の対戦）は３月から始め 6 月末までに終わることを目途とする。前期の成績で

各ブロック 1 位のチームに高円宮杯 JFA 全日本 U-15 選手権東京都予選会への出場権を

与える。 

２ｎｄチームの出場権はない。また、１位に２ｎｄチームが入った場合、１位のチームで出場権

を辞退するチームが出た場合でも、２位以下のチームからの補充はしない。 

D) 前後期のすべての試合は 11 月末までに終わらせる。 

 

9. ２０２６年度からのリーグ戦構成について ＜重要＞ 
2025 年度のリーグ戦から、各リーグの構成を下記の通りに変更する。 

A)  Ｔ１リーグは 16 チームで構成（8 チーム×2 ブロック）し、2 回戦制でリーグを行う。 
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B)  Ｔ２リーグは 32 チームで構成（8 チーム×4 ブロック）し、2 回戦制でリーグを行う。 

C)  Ｔ３リーグは 64 チームで構成（8 チーム×8 ブロック）し、2 回戦制でリーグを行う。 

D)  Ｔ４リーグは参加全チーム（Ｔ１/Ｔ２/Ｔ３に所属チームを除く）で構成し、2 回戦制でリーグを 

行うことを原則とする。 

 

10. リーグ戦の昇降格 ２０２６年度の各リーグへの昇降格は以下の通りとする。 

① U-15 Ｔ１リーグで１～２位なった２チームが２０２６関東ユース(U-15)サッカーリーグ参入する

権利を得るとともに義務を負う。 

U-15 Ｔリーグで３位となったチームは２０２６関東ユース（U-15）サッカーリーグ参入戦（12 月

第 1 週）への出場権を得るとともに義務を負う。 

② U-15 Ｔ１リーグと U-15 Ｔ２リーグの昇降格、U-15 Ｔ２リーグと U-15 Ｔ３リーグの昇降格、U-

15 Ｔ４リーグからの昇格については関東リーグとの昇降格のケースを含め、代表者会議で詳

細を説明するが、関東リーグからの降格がない場合は下記の通りとする。 

A) Ｔ１とＴ２の昇降格は、 

Ｔ２の総合順位８位までの８チームが自動昇格 

Ｔ１の総合順位９～１０位とＴ２の総合順位９～１０位のチームで入替戦（２チーム決定） 

B) Ｔ２とＴ３の昇降格は 

Ｔ３の総合順位９位までの９チームが自動昇格 

Ｔ２の総合順位２８～３０位とＴ３の総合順位１０～１８位のチームで入替戦（４チーム決定） 

C) Ｔ３とＴ４の昇降格は 

D)  

Ｔ４の総合順位４位までの４チームが自動昇格 

Ｔ３の総合順位６４～７２位とＴ４の総合順位５～８位のチームで入替戦（４チーム決定） 

③ リーグ戦の昇降格を決める参入戦および入替戦は、各チームの U-14 チームで実施する。 

選手登録は別に定める。 

④ 複数チームで参加している場合、ファーストチームが降格しセカンドチームが昇格して同一リー

グに所属することになる、あるいはファーストチームとセカンドチームの所属するリーグが入れ

替わることはできない。ファーストチームの成績を優先して所属するリーグを決め、セカンドチー

ムはファーストチームの 1 つ下のリーグに所属することとする。 

⑤ 関東リーグへの昇格あるいは関東リーグからの降格によって昇降格のチーム数に変更が生じ

る場合は、以下の考え方に基づいて昇降格するチーム数を決定する。 

A)  関東リーグへ昇格チームが出た場合、上位リーグからの降格数を減らすことで調整する。

具体的にはＴ１から 3 チーム降格する予定のものを 2 チームに減らす。 

B)  関東リーグから降格チームが出た場合、上位リーグからの降格数を増やすことで調整する。

具体的にはＴ１から 3 チーム降格する予定のものを 4 チームに増やすなどする。 

C)  上記の原則に従って、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４の昇降格数についても調整する。 

 

11. 高円宮杯東京都予選会への参加権 ： 

① 本リーグ戦の結果により『高円宮杯 ＪＦＡ 第３７回 全日本Ｕ-１５サッカー選手権大会 東京

都予選会』に参加するチームを決める。 

② U-15 Ｔ１リーグに所属する１０チームは東京都予選会への参加権を得るとともに義務を負う。

なお前期９試合が終了した時点の順位によって、最大１０チームを東京都予選会へシードする。 

③ U-15 Ｔ２リーグに所属する３０チームは東京都予選会への参加権を得るとともに義務を負う。

なお前期 9 試合が終了した時点の順位によって最大３０チームを東京都予選会へシードする。 

④ U-15 Ｔ３リーグに所属するチームのうち、前期の試合が終了した時点で各ブロックでの順位が

上位３位までのチーム（最大２７チーム）は東京都予選会への参加権を得るとともに義務を負う。

（セカンドチームが上位２位までに含まれるブロックがあった場合、そのブロックの４位以下のチ

ームに対して繰り上げて東京都予選会への出場権は与えない） 

⑤ U-15 Ｔ４リーグに所属するチームのうち、前期の試合が終了した時点で各ブロックで最上位の
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チーム（最大８チームを想定）に、東京都予選会への参加権を得るとともに義務を負う。（セカン

ドチームが上位２位までに含まれるブロックがあった場合、そのブロックの２位以下のチームに

対して繰り上げて東京都予選会への出場権は与えない）。 

⑥ 中学生交流リーグ高円宮杯プレーオフから東京都予選会に参加できるチームは８チームとす

る。 

⑦ 複数チームで参加した場合、本リーグ戦から東京都予選会に出場権を得られるのは、そのチ

ームのファーストチームのみとする。 

 

12. 参加チーム ： 

① 参加を希望するチームは、日常的・継続的に専属で指導できる者（成人）２名以上を登録しな

ければならない。 

② 参加を承認されたチームは、ＴＦＡ三種委員会の規定を遵守しなければならない。 

③ 参加資格を有するチームの中で、以下の条件が満たされているチームが希望をすれば、ＴＦＡ

三種委員会での審査を経てチームを複数に分けて本リーグに参加させることができる。 

A) 中学３年生の試合への出場機会を確保するために、登録チームを複数のチームに分けて参

加させた場合、選手が複数のチームに兼ねて出場することができないだけでなく、ＪＦＡにチ

ームを通して２０２５年度の登録している中学２年生および３年生が 40 名在籍していること。

（学年は２０２５年４月１日現在とする） 

B) 複数に分けて参加する各チームに、日常的・継続的に指導できる者（成人）がそれぞれに専

属して複数（各チーム 2 名以上）いること。（指導者がチームを兼ねることは認めない。よって

１人の指導者が複数のチームのベンチに入ることも認めない。） 

但し、ＧＫコーチ及びトレーナーが複数のチームにベンチ入りするころはできるが、前記Ｂ）の

チームスタッフとして登録することはできない。（2人の指導者の 1人としてカウントすることは

できない。） 

C) 複数のチームで参加した場合、それぞれのチームが行う試合会場をＴリーグ U-15 運営委員

会が希望した日に提供することを義務とする。 

D) 複数のチームで参加した場合、それぞれのチームはＴリーグ U-15 運営委員会が希望した

日に試合を行うとともに試合会場を提供することを義務とする。（チームとして同じ日でなけ

ればダメ、あるいは異なる日でないとダメといった事情は受け付けられない） 

 

13. 競技規則 ： 

① （公財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。更に本年度中に FIFA の考え方

に基づき JFAより出された「通達文」及び「覚書」・「規則の解釈や適用方法の文章」も同じ効力

をもつ。 

② 試合時間は、U-15 Ｔ１リーグは８０分、U-15 Ｔ２リーグ/U-15 Ｔ３リーグ/U-15 Ｔ４リーグは 

７０分とし、ハーフタイムのインターバルは原則として１０分とする。なお各リーグでの参入戦は 

７０分とする。 

※暑熱対策として、ガイドラインにそって前半・後半それぞれ半分が経過した時間（主審が適切

なタイミングと判断した時間）で飲水タイムあるいはクーリングブレークを設けるが、実施する場

合は各ハーフが始まる前に主審と両チームに通告をしておく。 

コロナウイルス感染拡大防止対策のための飲水タイムは設けないので、各チームで競技のフィ

ールドの外などに、競技者が常に飲水できるようなボトルなどを用意することを求める。 

③ リーグ戦における順位決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、敗け０点の勝ち点により、勝ち点

の多い順に決定する。尚、勝ち点の合計が同一の場合は以下の項目に従って順位を決定する。 

１）全試合のゴールディファレンス（総得点－総失点） 

２）全試合の総得点 

３）当該チーム同士の対戦成績（勝ち点） 

４）抽選 

④ 各試合とも、メンバー提出用紙２部（リーグ事務局に提出して承認を得たすべての用紙）を試合
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開始３０分前までに、運営本部に提出しなければならない。 

⑤ 選手証は、各チームの大会１試合目となる試合時に本部に提出し、登録用紙と確認を行う。そ

の後の試合においては登録選手一覧表（電子選手証）と登録用紙の試合前のチェックは行わ

ない。追加登録選手についても、出場可能となった１試合目の試合時に、本部に追加登録を報

告し登録選手一覧表（電子選手証）と確認を行う。その後の試合では試合前のチェックは行わ

ない。 

⑥ ２試合目以降の試合では、登録選手一覧表（電子選手証）は試合前の整列時に持参し、用具

とともにチェックを受けること。交代で出場する選手も交代時に本部に持参しチェックを受けるこ

と。 

⑦ 登録選手一覧表（電子選手証）を提示できない選手は出場できない。 

⑧ ベンチ入りは、選手（試合に出場している選手と交代要員となっている選手）３０名と役員８名

以内（但し、リーグに登録した成人の指導者１名以上を含む）とする。交代要員としてベンチ入

りできるのは、メンバー登録用紙に記載されている者に限る。（ベンチ入りするスタッフおよび交

代要員は、他の者と明確に区別のつく服装（例えば、ビブスなどを着用する。但し、ビブスを複

数の交代要員で共有することは認めない）でなければならない。 

⑨ 選手の交代は、試合前に予め登録された１９名までの交代要員の中から９名までの交代が認

められる。 

⑩ 上記⑨の規定にかかわらず、前半およびハーフタイムの交代回数は除いて、後半の交代回数

は３回までとする。 

なお、チームが交代の手続きを適正に行わなかった場合、試合結果は当該チームの０－５の

負けとする。 

⑪ 試合成立人数は、試合開始時に選手７名とする。試合開始後は競技規則に従い、どちらかの

チームの選手が７名未満になった場合は試合を続けない。また試合開始時から試合終了時ま

で、１名以上の役員（リーグに登録した成人の指導者）がベンチにいなければならない。 

※ 対戦するチームの役員（成人の指導者）が審判あるいは本部を努めている場合でも、ベンチ

には役員（リーグに登録した成人の指導者）は１名がいなければならない。 

⑫ 試合が成立しなかった場合（登録選手一覧表（電子選手証）の提示ができない場合、試合開始

時に選手７名が揃わない、チーム役員（成人の指導者）がいない等）は、当該チームの当該試

合の戦績を ０－５ の負けとする。 

⑬ 予定されていた試合実施について、学校などで感染症が拡大してチームの試合への参加許可

が出ない場合を除いて、原則、試合日（マッチングされた日時）で試合を行う。試合を実施でき

なかった場合は上記⑪の規定にしたがって三種委員会が判断する。 

⑭ 本リーグの運営に支障をきたした場合（帯同審判が用意できていない、メンバー表などの資料

不備等）は、本リーグ規律委員会で当該チームに対する処分を裁定する。 

⑮ 外国籍選手の登録については、大会登録は５名まで、試合登録は１試合３名までを認める。 

⑯ 本リーグにおいて退場を命じられた選手・役員は、次の１試合に出場できない。違反行為の内

容によっては、それ以降の処置を本リーグ規律委員会で裁定する。 

尚、退場による出場停止の処分は、原則として本リーグの試合で適用する。 

⑰ 本リーグ戦中に、３回の警告を受けた者（選手・役員）は、自動的に次の本リーグ１試合に出場

できない。但し、リーグ戦で警告の累積は参入戦や入替戦には継続されないが、通算３回目の

警告をリーグ最終戦で受けた場合は、参入戦や入替戦の次の１試合が出場停止となる。 

尚、警告による出場停止処分を繰り返し受けた選手・役員については、それ以降の処理を本リ

ーグ規律委員会で裁定する。 

⑱ 原則として、審判は参加各チームを指導するスタッフが帯同審判員として、審判員を取得して

務めるものとする。有級審判員（Ｓ４級以上：東京都所属）でなければならない。 

A) 各試合の審判（主審，副審）は、必ず有級審判員でなければならない。 

※主審については U-18 以上の有級審判員、副審については U-15 以上の有級審判員で実

施する。 

B) 審判員が試合の審判を努める時は、【電子審判証】を提示し、本部に提示するとともに、審
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判報告書に登録番号を必ず記載するものとする。 

C) 審判員は、各試合のキックオフ予定時間の 30 分前までに集まること。 

⑲  

上記⑯の規程にかかわらず、U-15 Ｔ１リーグおよび U-15 Ｔ２リーグの主審については、依頼

できる範囲で協会から審判員の派遣協力を得る。 

※試合当日、審判員の派遣がキャンセルになる可能性があるため、対戦チームは必ず試合会

場に審判ができる方を帯同すること。審判が派遣されなかった場合でも試合を実施することを

原則とする。 

 

14. その他 ： 

① ユニフォーム規定は、（公財）日本サッカー協会制定に準ずる。ユニフォームの色に関しては審

判員が通常着用する黒色と区別が出来るものとする。 

ユニフォームは、登録された正副２種類のものから、対戦するチームが明確に区別できる色彩

の組合せを、主審立会いのもとで決めて着用する。 

※本リーグにおいては、JFA から示されている「用具の運用緩和」は適用しない。 

※チームのキャプテンは、競技規則およびユニフォーム規定に適合したアームバンドを着用す

る。（競技のフィールド上にアームバンドを巻いたキャプテンがいなければならない） 

② 各会場において、第１試合のチームは会場設営（準備）を、最終試合のチームは後かたづけ、

清掃を行うこと。特に準備については試合開始３０分前までに完了すること。 

※各試合が終了した後はベンチや更衣室を使用したチームで清掃を必ず行う。 

③ 参加各チームは本リーグの運営（運営委員会への出席も含めて）に協力しなければならない。 

④ 各試合において、本部を行なう者がメンバー表【登録選手一覧表（電子選手証）】等の確認を

行い、同時に両チームに出場停止者の有無の確認を行う。 

また、本部で判断が出来ない事象が起きた場合は、速やかに運営委員会の各役員に確認を

取ること。もしも連絡が各役員に連絡が取れない場合は、試合は予定通り行うが運営委員会

預かりとするので、運営委員会の判断が決まるまでは、試合後の監督確認サインは受けない

でおくこと。（後日、運営委員会が直接署名をもらうものとする） 

参加資格及び大会規定の違反もしくは大会運営上、不都合な行為が発生した場合は、ＴＦＡ三

種委員会で事情聴取を行ったうえで裁定する。 

⑤ 負傷者、事故等の処置、対応は参加チームの代表者の責任において処理すること。 

⑥ 参加者はスポーツ傷害保険に加入していること。 

⑦ 参加資格に違反もしくは大会運営上、不都合な行為が発生した場合は、該当チームより事情

聴取をした上で、リーグ戦の戦績に関する処分とチームに対する処分を本リーグ規律委員会

で審議し裁定する。 

⑧ リーグ戦への参加申込は、下記の Google フォームから行うこととする 

２０２５年１月２７日（月）１３時までとする 

https://forms.gle/myEovrqu8UhDMYLh9 

Google フォームでの申込みが完了できていないチームについて、 

いかなる理由があっても「リーグへの参加」を認めない。 
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⑨ 「メンバー登録用紙」/「プライバシーポリシー同意書」は、 

２０２５年２月２８日（木） １３時迄に U-15 Ｔリーグ運営委員会」宛にメールで行う。 

メール送信先  E-maiｌ： tcy@tokyo-cy.jp 

クラブ連盟所属チームについては、システムで行うこととする 

 

⑩ リーグ戦に関わる経費については、 

A) リーグ戦参加費（事務局およびリーグ運営費など）は、 1 チーム 5,000 円 とする。 

B) パンフレット（リーグプログラム）を 300 円/冊で作成する。 

各チームの負担額は＠300 円×初回登録数（2/28 までに登録する選手の数） 

C) リーグ戦に参加する各チームは、試合を行うにあたり次の経費を対戦チームと折半（1/2 ず

つ）で負担する。 

〇会場費（グラウンド使用料）  1 試合 10，000 円 

〇本部役員費    1 試合   500 円 

〇リーグ運営費   1 試合   100 円 

＜計算方法 例＞ 

  Ｔ１は年間予定試合数１８試合 （10,000 円＋500 円＋100 円）×18 試合÷2 

  Ｔ２は年間予定試合数１８試合 （10,000 円＋500 円＋100 円）×18 試合÷2 

  Ｔ３は年間予定試合数１４試合（10,000 円＋500 円＋100 円）×16 試合÷2 

  Ｔ４は年間予定試合数１６試合 （10,000 円＋500 円＋100 円）×16 試合÷2 

D) 審判員に対する謝礼は、試合当日に担当審判員に支払う。 

〇東京 FA 派遣審判員に対する謝礼 主審 4,000 円／副審 3,000 円 

〇チーム帯同審判員に対する謝礼 一人（主審/副審問わず）500 円 

＜支払い 例＞ 

  東京 FA から主審／副審 2 名の派遣を受ける （4,000 円＋3,000 円×2）÷2 

  東京 FA から主審/副審はチーム帯同  （4,000 円＋500 円×2）÷2 

  主審/副審ともチーム帯同   （500 円×3）÷2 

E) 追加経費の発生について、リーグ戦として年間で予定する試合に対する経費（上記の計算

を参照）のほかに、試合が途中で中断・中止になった場合で別日に試合を実施する場合の

必要経費については、対戦する両チームで負担をお願いする。 

F) 代表者会議を受けて、各チームは上記Ａ）～Ｄ）を加算した額に、年間試合数を乗じた額の

合計を、２０２５年２月末日までに 下記の口座に振り込むこと 

⑪ 諸経費振込先（期限厳守で振込を行うこと） 

    振込口座は振込口座  三菱東京ＵＦＪ銀行 江古田支店  普通 １４５７８１９ 

   財団法人 東京都サッカー協会 第３種委員 

⑫ 参加申込みの完了（リーグ戦へ参加するための手続きのの完了）は、 

２０２５年２月２８日までに 下記の手続きが完了している要であります。 

〇Google フォームによる申し込み 〇参加選手・スタッフなど登録用紙 〇プライバシーポリ

シー同意書 

上記の書類をメールで提出（クラブ連盟所属チームについてはシステム利用可） 

〇リーグ参加費 〇プログラム代 〇試合実施経費 

上記の費用を口座に納入 

なお、一旦納入された費用（参加費・パンフレット代）についてはいかなる理由があっても返

金をしない。 

⑬ 代表者会議 

       日   時 ： ２０２５年２月３（月） １９:００～ （入室：１８：５０～） 

    会   場 ： オンライン 抽選会 URL は後日配信致します。 

          

15. リーグ戦の成立と昇降格について 

① 各ディビジョンのリーグ/ブロック別のすべての試合が実施されたことにより成立とする。 

mailto:tcy@tokyo-cy.jp
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Ｔ１リーグ   １０チーム２回戦総当たり９０試合 

Ｔ２リーグ各ブロック  １０チーム２回戦総当たり９０試合 

Ｔ３リーグ各ブロック   ８チーム２回戦総当たり５６試合 

Ｔ４リーグ各ブロック  （原則）８チーム２回戦総当たり５６試合 

② 参加する各チームは、前期（１回目の対戦）は３月～６月／後期（２回目の対戦）は７月～

１１月で実施する。最大２０２５年１２月までに全試合を実施するよう努力し、協力する。 

③ 各ディビジョンのリーグ/ブロックの全試合が成立した結果で、２０２４年度リーグ戦の昇

降格を行う。 

④ リーグ戦途中でリーグ戦への参加辞退あるいは一定期間の試合を実施することができない

とチームから申し出があった場合、下記の原則にそって三種委員会で状況を判断して対応す

る。 

A) 辞退あるいは実施不可の申し出をしたチームのリーグ戦の全成績を除いて、他のチームの

リーグ戦の順位を算出する。 

B) 辞退あるいは実施不可の申し出をしたチームは降格対象チームとする。 
⑤ 天候や社会情勢（感染症の拡大など）によって、２０２５年１２月までにリーグ戦の全試合

が実施できなかった場合のリーグ戦成立と昇降格については下記のとおりとする。 

A) 各部/各ブロックにおいては、各チームが年間予定している試合数の５割以上の試合を実施

していることで「リーグ戦成立」とする。その時の順位決定は、各チームが実施試合数で得た

勝ち点を試合数で除して算出された点（算出勝ち点）の多い順に順位を決定する。 

（例：１２試合実施/勝ち点３０の場合 ３０÷１２＝２．５ として算出勝ち点とする） 

B) 各部/各ブロックとも、所属する全チームが予定している試合数の５割以上の試合を実施し

ていない場合は「リーグ戦不成立」とし、２０２４シーズンの順位決定は抽選で行う。 

C) リーグ戦成立については下記の表のとおりとする。 

 総試合数 

(正規成立) 

みなし成立

試合数 

みなし成立 

対戦数 

みなし成立の場合の 

順位決定方法 

Ｔ１ リーグ 

90 試合 

リーグ 

45 試合以上 

各チーム９試合

以上 

（対戦相手不問） 

算出勝ち点 

総勝ち点/試合数 

Ｔ２ ブロック 

90 試合 

ブロック 

45 試合 

各チーム９試合

以上 

（対戦相手不問） 

算出勝ち点 

総勝ち点/試合数 

Ｔ３ ブロック 

56 試合 

ブロック 

28 試合 

各チーム７試合

以上 

（対戦相手不問） 

算出勝ち点 

総勝ち点/試合数 

Ｔ４ ブロック 

56 試合想定 

リーグ 

28 試合想定 

各チーム７試合

以上 

（対戦相手不問） 

算出勝ち点 

総勝ち点/試合数 

⑥ 試合実施に関して下記の点を含めて柔軟に対応をする。 

A) ２回戦総当りであるが、１回目の対戦が終わっていなカードがあっても、２回目の対戦を実施

することを可能とする。 

B) Ｍ－Ｔ－Ｍを基本とするが、週末土日を利用して連戦で試合をすることを可能とする。 

C) ２試合セットでの実施を基本とするが、１試合開催でも可能とする。 

D) 雨天使用不可のグラウンドの使用を可能とする。 

E) 対戦チームで審判員を務めて試合を実施することを可能とする。 

F) その他、随時、（公財）東京都サッカー協会三種委員会と相談しながら試合を実施する。 

 

本件に関するお問合せ先 
U-15 Ｔリーグ運営委員会 

E-mail：tcy@tokyo-cy.jp  


